
書面表決書 
 

令和２年９月３０日付２北ま住第２０１９号「特定空家等の状態にあるか否かの判定及び特

定空家等に係る措置について（諮問）」により諮問があった東京都北区空家等対策審議会の各議

題について、下記のとおり表決します。 

 令和２年 月  日 

                      東京都北区空家等対策審議会委員 
 

氏 名                 

議 題 表決 意見等 
（１）特定空家等に対する命令に関する

審議について（管理番号３０－０

９） 
【第６３号議案】 

賛成 ・ 反対  

（２）特定空家等に対する命令に関する

審議について（管理番号０１－１

４） 
【第６４号議案】 

賛成 ・ 反対  

（３）特定空家等に対する勧告に関する

審議について（管理番号０１－１

９） 
【第６５号議案】 

賛成 ・ 反対  

（４）特定空家等の状態にあるか否かの

判定及び当該特定空家等に対す

る助言又は指導に関する審議に

ついて（管理番号０２－０１） 
【第６６号議案】 

賛成 ・ 反対  

（５）特定空家等の状態にあるか否かの

判定及び当該特定空家等に対す

る助言又は指導に関する審議に

ついて（管理番号０２－０２） 
【第６７号議案】 

賛成 ・ 反対  

（６）特定空家等の状態にあるか否かの

判定及び当該特定空家等に対す

る助言又は指導に関する審議に

ついて（管理番号０２－０３） 
【第６８号議案】 

賛成 ・ 反対  

裏面へ続く 



（７）特定空家等の状態にあるか否かの

判定及び当該特定空家等に対す

る助言又は指導に関する審議に

ついて（管理番号０２－０４） 
【第６９号議案】 

賛成 ・ 反対  

（８）特定空家等の状態にあるか否かの

判定及び当該特定空家等に対す

る助言又は指導に関する審議に

ついて（管理番号０２－０５） 
【第７０号議案】 

賛成 ・ 反対  

（９）特定空家等の状態にあるか否かの

判定及び当該特定空家等に対す

る助言又は指導に関する審議に

ついて（管理番号０２－０６） 
【第７１号議案】 

賛成 ・ 反対  

（10）特定空家等の状態にあるか否かの

判定及び特定空家等に対する助

言又は指導に係る事前一括承認

について 
          【第７２号議案】 

賛成 ・ 反対  

※それぞれ案件の表決に〇をして、御返送ください。 
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東京都北区空家等対策審議会委員名簿 

               （ 敬 称 略 ） 
 氏  名 職業・所属・団体名 

１ 会 長 髙
たか

 𣘺
はし

   雅
まさ

  夫
お

 学識経験者（日本大学法学部法律学科教授） 

２ 副会長 内
うち

 山
やま

  忠
ただ

  明
あき

 学識経験者（弁護士・東京都北区建築審査会委員） 

３ 委 員 大
おお

 島
しま

  正
まさ

 美
み

 東京司法書士会 北・荒川支部長 

４ 委 員 木佐貫
き さ ぬ き

  正
ただし

 （一般社団法人）東京都建築士事務所協会 北支部長 

５ 委 員 小
こ

 林
ばやし

  勇
いさむ

 （公益社団法人）東京都宅地建物取引業協会 北区支部相談役 

６ 委 員 手
て

  塚
づか

   康
やす

  弘
ひろ

 （ＮＰＯ法人）日本地主家主協会 理事長 

７ 委 員 矢 野
や の

   誠
まこと

 王 子 警 察 署 

８ 委 員 大
おお

 越
こし

 周
しゅう

 一
いち

 赤 羽 警 察 署 

９ 委 員 佐  藤
 さ     とう

  雅  一
まさ  かず

 滝 野 川 警 察 署 

10 委 員 山
やま

 崎
ざき

 裕
ゆう

 一
いち

  王 子 消 防 署 

11 委 員 岡
おか

 部
べ

 卓
たく

 海
み

 赤 羽 消 防 署 

12 委 員 村
むら

 岡
おか

 聡
そう

 一
いち

 滝 野 川 消 防 署 

13 委 員 小宮山
こ み や ま

  庄
しょう

 一
いち

 北 区 危 機 管 理 室 

14 委 員 藤
ふじ

  野
の

   浩
ひろ

 史
し

 北 区 生 活 環 境 部 

15 委 員 峯
みね

 崎
ざき

  優
ゆう

 二
じ

 北 区 健 康 福 祉 部 

16 委 員 前
まえ

 田
だ

  秀
ひで

  雄
お

 北 区 保 健 所 

17 委 員 佐
さ

 藤
とう

  信
のぶ

  夫
お

  北 区 土 木 部 

                              令和２年９月３０日現在 

資料２－１



令和２年度第２回東京都北区空家等対策審議会参考資料 
令和２年９月３０日  

 
特定空家等の状態にあるか否かの判定及び特定空家等に対する助言 

又は指導に係る事前一括承認について（説明資料） 

 

１ 事前一括承認制定の趣旨 

周辺の生活環境への悪影響について近隣住民から通報があり、改善の要請をしてもな

お所有者等による改善が見込まれない空家等については、速やかに空家等対策の推進に

関する特別措置法第１４条に基づく特定空家等に対する措置を講じる必要があることか

ら、次に開催される審議会を待たずに、東京都北区空家等対策審議会条例（平成２９年

３月東京都北区条例第 2 号）第２条第２号及び第３号の規定による事前の諮問及び答申

を経ないで特定空家等の状態にあるか否かの判定及び当該特定空家等に対する助言又は

指導を行うことができることとするため、「特定空家等の状態にあるか否かの判定及び特

定空家等に対する助言又は指導に係る事前一括承認基準」（以下「事前一括承認基準」と

いう。）を定め、迅速な特定空家等の状態の改善を図る。 

 

２ 事前一括承認の要件及び要件とする理由 

 要件１ 周辺の生活環境への悪影響について、近隣住民等からの通報があること。 

     【要件とする理由】 

      ⇒ 近隣住民からの通報があり、現に周辺への悪影響が発生している事案に

ついては、特に速やかな特定空家等の改善が望まれるため。 

 要件２ 区による現地調査の結果、要件１の通報に係る周辺の生活環境への悪影響が認

められること。 

     【要件とする理由】 

      ⇒ 通報に係る悪影響が実際に発生していることを確認する必要があるため。 

 要件３ 当該特定空家等の所有者等に対して改善を要請しても改善される見込みがない

こと。 

     【要件とする理由】 

      ⇒ 改善の要請に対する反応がない、改善に向けた具体的な動きがみられな

いなどの理由により、所有者等において改善される見込みがない場合は、

迅速に空家特措法第１４条に基づく措置を講じる必要があるため。 

  要件４ 居住その他の使用がなされていないことが常態であることについて、所有者等

が否定していないこと。 

     【要件とする理由】 

      ⇒ 事前一括承認による特定空家等であるか否かの判定及び当該特定空家等

に対する助言又は指導は、空家等であることについて疑いがない場合に限り

行うこととする必要があるため。 

 

３ 事前一括承認に係る報告 

事前一括承認の適切な運用を図るため、事前の答申を経ないで特定空家等の状態にあ

るか否かの判定及び当該特定空家等に対する助言又は指導をしたときは、直近に開催さ

れる審議会において、その報告をする。 

 

資料２－３


